
地方財政審議会付議（説明）案件

令和５年２月２４日（金） 

（案件名）

令和４年度２月期における地方譲与税譲与金の譲与について（決裁案件）

○特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成三十一年法律第四号）

（地方財政審議会の意見の聴取）

第三十三条 総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若し

くは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与

しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 

自治税務局 企画課 

課長補佐  虫明 徹

（内２３５１１）



令和４年度２月期における地方譲与税譲与金の譲与（案）について 

 

 

１ 起案理由 

  特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第３１

条に基づいて、令和４年度２月期分の譲与額について都道府県

に対して、譲与するものである。 

 

２ 対象団体 

全都道府県 

 

３ 譲与額 

８,２５２億円（１１月～１月における交付税及び譲与税配付金特別会計の収納額） 

・前年度２月期比  ＋１,２１５億円（＋１７.３％） 

・本年度譲与累計額 ２１,６５９億円 

（参考）前年度比    ＋３,１２４億円（＋１６.９％） 

 

４ 譲与日 

令和５年２月２８日（火） 

 
 

５ 譲与基準等 

譲与総額 特別法人事業税収入額《注》 

譲与基準 
人口 

※財源超過団体に対する譲与制限あり 

補正 なし 

譲与時期 ５月、８月、11月、２月 

譲与税の使途 条件・制限なし 

令和３年度譲与実績 １８，５３５億円 

令和４年度地財計画 １９，９８６億円 

《注》令和２年２月以降に国に払い込まれた地方法人特別税については、特別法人事業譲与税の原資とみなして譲与。 
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（参考）令和４年度 特別法人事業譲与税 譲与制限について 

 

財源超過団体：東京都 

財源超過額：14,971億円 

２月期譲与額（譲与制限後）：186億円（令和４年度累計 603億円） 

２月期譲与制限額：733億円（令和４年度累計 1,941億円） 

※ 譲与制限がない場合の年間譲与額 603＋1,941＝約 2,544億円 
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